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2025.4.16（総会説明済版） 

東京支部 細則・要領・補足・内規・備忘 

 

【総会】 

 支部総会は、本支部の最高議決機関である。 

 

【準会員及び支部員に準ずる者】 

＜準会員＞本部・C-28 準会員規定により、支部総会の議決権は無し、支部長には就任不可、との定めがある。

なお、支部長以外の支部役員就任を制約する記載は無い。 

上記以外は、準会員である支部員と会員である支部員との差は無い。 

＜支部友＞本会の会員・準会員で他支部に支部員として所属している者が、本支部での活動を希望する場

合は、所定の申込と費用を支払うことで、本支部の「支部友」として活動できる。 

但し、支部友は、支部総会議決権は無い（傍聴は可）、本支部の役員には就任できない。 

上記以外は、支部員と同様の活動が可能。 

他支部の支部員に所属していない場合は、本支部の支部員となって本支部の活動を行う。（他支部の所属

が無い者は、本支部の支部友にはなれない。） 

 

【団体】 

総会や各種会議における議決権は 1 個とする。 

参加費など支部員としての金額が設定されている場合は、団体の 1名のみ支部員と同額とし、それ以上は

外部と同じ金額とする。 

 

【役員会・運営チーム】 

＊役員会は月 1 回、原則として第 3 水曜日 19 時～本部にて開催する。 

＊監事を含む役員の内、過半数出席（含む委任状）で成立し、出席役員の過半数で議決。賛否同数の場合

は過半となるまで再審議。監事も議決権を持つ。 

＊任期途中で退任した役員が出た場合は、後任役員を次の総会までに限り役員会にて選任できる。 

＊運営チームは、東京支部・規約（第 8 条）に基づき、役員会の議決によって、支部運営の必要に応じ、

複数設置する。（設立当初は 1つの運営チームで開始） 

＊東京支部・規約・第 8条（本支部の運営は支部員全員で行う）の趣旨を実現する為に、 

 役員会に運営チームメンバーも出席可・発言可とする。但し、役員会での議決権は役員のみとする。

（運営チームメンバーには役員会での議決権は無い。） 

＊運営チームメンバーは、支部員からの申し出により、随時、役員にて受付登録をする。 

＊将来的に、東京支部の規模（支部員数や運営チーム数など）が増えたら、役員会への出席の仕方は再考

する。 

 

【監事】 

総会と役員会での議決権を有する。他の会議では議決権は無い。 

必要に応じ、本支部の全ての会議（含む同好会）に出席でき、意見を述べることができる。 

本支部の全ての資料（含む同好会）の閲覧権を持つ。 

監事は、支部長・副支部長・運営チームリーダー/サブリーダーなど他の役員の職を兼務できない。 
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「支部員と社会からの信頼に応える健全で持続的な団体であるか」の観点で監査をする。 

 

【会計】 

不支出：飲食・宿泊・交通費などの実費は、参加者にて個人負担/実費割勘とし、支部費は支出しない。 

各行事・イベントなどは、原則として各企画毎の独立採算＝必要に応じて参加費徴収とする。、 

 支給対象：本部・他支部・他団体への出張・出席のための参加費や交通費等は、原則として自己負担とす 

るが、支部としての公費負担の必要があれば、都度事前に、役員会にて審議/判断とする。 

 講習会：講師料：東京支部以外の講師の場合、交通費（含む下見）は、原則実費をお支払いする。 

食費・宿泊・日当は無償にてご協力いただく。 

  支部員が講師を務めた場合、及び、スタッフ（東京支部員・外とも）の交通費・食費・宿泊・日 

当などは、無償（自己負担）とする。 

  講習会で収益が出た場合は、東京支部の企画・運営の益金として一般会計に組み入れする。 

 

【支部員費・支部友費】 

年額 2,000 円とし、毎年 5 月末までに支払う。（除く：設立初年度＝令和 7年度） 

団体も 1団体あたり年額 2000 円の同額とする。 

既納の支部員費（支部友費）は、理由の如何を問わず、返還しない。 

支部へ新入登録日は、支部員費（支部友費）の入金日とし、年度途中の入会を理由とする月割り減額は行

わない。 

 

【電子的ツール】 

本支部の運営・連絡は、原則、電子的ツール（WEB）を活用する。 

総会や役員会及び委員会、各種会議は、実出席とWEB 会議（Zoom 等）の併用 を可とする。  

 

【押印廃止】 

本支部内の文書は、押印廃止とし、必要であれば、自署（サイン）を行う。  

提出先が押印を求める場合は、別途対応をする。 

 

【安全管理・遭難対策】 

＜心得＞本支部の支部員・支部友は、安全安心を最優先に、活動を行う。 

(1) 山での活動が予測できない危険領域にあることを認識し、日頃より自ら安全確保の知識並びに技術 

の修得に務め、自己責任のもとに行動しなければならない。 

(2) 登山の実施においては、リーダーはパーティーの安全についての責任があることを深く自覚し、メン 

バーはリーダーの統率の元に行動し勝手な行動を行ってはならない。 

＜計画～実施の管理、緊急時体制＞ 本部規定（Ｄ－７：遭難対策運用要領）を準用する形で、東京支部

内で運用する。本支部としての安全登山の規程（①計画～実施～下山の管理、②緊急時体制）を、別途定

める。 

＜当面の手順＞ 

１）山行出発日の 5 日前までに、リーダーは登山計画書（案）を役員（全員）に提出する。 

２）役員からアドバイスがあった場合は、リーダーはそれを尊重し、場合に依っては計画を変更/中止す

る。 

３）山行出発日の２日前までに、リーダーは最終の登山計画書を次の 4ヵ所に提出する。 
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①役員（全員）、②在京者、③JAC遭難対策委員会、 

④当該警察署、当該自治体、もしくは、Compass等のインターネット届け先。 

４）下山したら、 

①在京者に通知する。（予定や見込みは不可、確実に人里に下山してから行う。） 

②Compass等のインターネット届けした場合は、下山届をする。 

５）在京者：計画書に記載の下山時刻を過ぎても下山連絡が無い場合は、直ちに役員（全員）に緊急連絡

をする。 

＊将来的に安全管理の部門が出来た場合は、上記の役員（全員）を当該安全管理の部門に移管する。 

 

【山行】 

（１）カテゴリー区分（名称は仮称） 

○支部山行（毎月定例・季節・平日など）や支部イベント：支部の該当担当が中心となって定期的に実

施。 

○個人山行や個人イベント：各支部員自身が企画・募集する。 

●プライベート山行・イベント：個人ベースでする山行・イベント＝日本山岳会や東京支部の名前は出さ

ない/使わない。 

 

（２）支部山行/イベントや個人山行/イベントにおける留意点 

１）支部の細則等に基づき、所定の安全管理（登山計画書提出、リーダー/メンバーの責務/自覚など）を

する。 

２）なるべく多くの機会を提供し、新入者や知り合いの少ない方が参加し易いようにする。 

３）参加メンバーは、原則として、支部員・支部友のみとする。それ以外の場合は事前に役員会の承認を

得る。 

４）一定以上の技量や体力が必要な場合、その旨を募集時に明示する。 

もし、参加要件に至らない方から参加希望があった場合は、リーダー（募集者）が参加可否の判断や提案

を行い、参加希望者は従う。 

 

【講習会】 

１）東京支部の公益活動の一環として実施し、安全登山の普及、新入会員・支部員へのきっかけとする。 

２）支部員のスキルアップの場（受講者としてスタッフとして）とする。 

安全管理や運営・手順などについては、別途詳細整備する。 

 

【個人情報】 

本会の個人情報に関する方針（プライバシーポリシー）及び個人情報保護規定に基づき、個人情報の保護

に努める。 

 

【同好会】 

本支部内の同好の志の集まりとして「同好会」を設立したい場合は、設立趣旨書と活動計画書および構成

員名簿（5 名以上）を添えて、役員会に提出し、審議、了承されれば認可とする。 

同好会の構成員は、本支部の支部員（半数以上）もしくは支部友（半数未満）であること。 

会計年度は本支部と同じくし、毎年度末から 30 日以内に、同好会の代表者は、支部長へ報告すると共に 

毎年の支部総会でも説明をする。 
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(1) 活動計画と収支予算、(2) 活動報告と決算、(3) その他、役員会で必要と認めた事項 

(4) 構成員の名簿（5 名以上） 

同好会の活動は、本支部の趣旨の範囲内で行うものとし、活動により生ずる一切の責任は同好会として負

う。逸脱や問題があった場合は、役員会にて審議の上、同好会の認可を取り消す事がある。 

以 上 


